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特定２年未満案件に関する「包括保険申込依頼書 
の送り状記載」にかかるお願いについて 

 
 

拝啓  時下ますますご清栄のことと慶賀に存じます。 
  さて、平成１４年４月１２日付け「１４日機輸貿保第１５号 組合包括保険制度の改
善について」でもご案内済ですが、家電・事務機関連機器のうち、専ら家庭用、事務機

に使用されるもの（いわゆる量産品）については、平成１４年７月１日以降の輸出契約

締結分より、付保率５０％が適用されることとなりました。（参考資料参照） 
 上記、付保率５０％が適用される輸出契約等とは、１つの輸出契約において適用貨物

代金の合計が対象貨物全体金額の 2分の１以上である場合に限られていることから、付
保率５０％適用貨物を含む輸出契約等であっても、その比率において、例えば、適用貨

物が４０%、その他の包括保険対象貨物がそれぞれ３０%、３０%の場合等にあっては、
付保率５０％の対象外契約となります。 
 しかしながら、現行申請方式では、上記場合であっても、一番割合の多いＨＳコード

を記入することになっている為、「付保率５０％」が適用されることになり、適正な申

請とはならない為、業務ご多忙のところお手数をお掛け致しますが、標記に係る該当案

件にあたっては、下記のとおりご記入頂きたくお願い申し上げます。 
 なお、本件に関するお問い合わせは、担当（西舘：ＴＥＬ：０３－３４３１－９６０

７）までご連絡下さい。 
                                     敬  具 

記 
 

１．「包括保険申込依頼書の送り状」に対し、１件のお申込の場合 
 
対象量産品は二分の一以下です。と記入下さい。 

 
２．「包括保険申込依頼書の送り状」に対し、２件以上のお申込の場合 
 
該当する案件の輸出契約番号と、対象量産品は二分の一以下です。 
と記入下さい。 

以 上 



 
（ご参考） 
 
 

量産品の付保率５０％が適用される貨物のＨＳコード 
 
 

貿易一般保険包括保険（機械設備）に関する規約 
 
別表第４ 

 
 
別表第１に掲げる輸出契約のうち、同表第 1項第２号に規定する附表中＊が付されてい 
る貨物の代金が対象貨物の代金の合計の二分の一以上である輸出契約又は別表第２に掲げ

る仲介貿易契約のうち、当該輸出契約を含む仲介貿易契約。ただし、別表第３に掲げる輸

出契約等を除く。上記の附表で＊の付された貨物のＨＳコードは、次のとおりです。 
 
 
８４４３５１０００、８４５１２１０００、８４７１３００００、８４７１４１、 
８４７１４９０００、８４７１５００００、８４７１７０、   ８４７１８００００、 
８４７１９００００、８５１７２１０００、８５２３２０、   ８５２３３００００、 
８５２３９００００、８５２４３１０００、８５２４３２０００、８５２４３９０００、 
８５２４９１０００、８５２４９９１００、８５２５１０２００、８５２５１０９００、 
８５２５２０１００、８５２５２０２００、８５２５２０５００、８５２５２０６００、 
８５２５２０９１０、８５２５２０９２０、８５２５２０９９０、８５２７９００００ 
 
 
 
 
 
 

以 上 

 


